
 

  

行為の着手・完了 

◎景観完了報告の流れ 

景
観
完
了
報
告 

完了報告書の提出（電子申請） 

景観完了報告の終了 

（景観指導係からデータの返送）

◎景観事前協議の流れ 

景
観
事
前
協
議 

事前協議書の提出（電子申請） 

助言・指導書の送付（区） 

回答書の提出 

景観事前協議の終了 

（景観指導係からデータの返送）

許可申請（東京都屋外広告物条例） 

行為の着手・完了 

景観アドバイザー会議

15 
日
以
上
前 

【注意事項：資料編】 

・ 電子申請をされる場合は、資料一式を 1 つの pdf にまとめてください。 

・ 資料の添付順は、「港区の景観協議の手引き～屋外広告物編～」の 10 ページ「６提

出書類」に記載の順にしてください。 

 

【注意事項：手続き編】 

・ 事前協議書は、景観アドバイザー会議開催日の３営業日前の午前中までに申請して

ください。（例：水曜日開催の場合、前週金曜日の昼 12 時〆切） 

※添付書類の送付も含め、３営業日の午前中〆切です。 

・ 東京共同電子申請・届出サービスから申請しただけでは、景観手続きの終了にはな

りません。 

申請後、概ね１週間以内に申請いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

・ 景観手続きが終わりましたら、景観指導係から、申請いただいたメールアドレス宛

に、「景観確認済」の丸印を押したデータ（pdf）を返送いたします。 

電子申請手続き案内 

（東京共同電子申請・届出サービス） 

※「東京都屋外広告物条例」については、 

各地区総合支所まちづくり課まちづくり係

にご確認ください。 



電子申請 操作について 

 

東京共同電子申請・届出サービス URL： 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/index.html 

 

  

地図又はリストから 
「港区」を選択 



  

「分類別検索」から 
「都市計画・まちづくり」を選択 

「組織別検索」から 
「開発指導課」を選択いただいても
申請いただけます。 



 

  

「手続き一覧」から 
「屋外広告物の景観協議」を選択 



 

 

  

「電子申請」をクリック 



 

  

「申請内容の確認に進む」を
クリック 

各項目に入力 

【添付資料について】 
 
○添付資料の容量が 
「10MB 以下の場合」は、 
本受付フォームの 
「添付書類の登録」から pdf を
登録してください。 
 
○添付資料の容量が 
「10MB 超過の場合」は、 
本受付フォームから申請後、 
別途ファイル転送サービス等に
より資料を送付してください。 
 
※送付先
minato34@city.minato.tokyo.jp 



 

 

「申請する」をクリック 


